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　テレビやラジオの放送、インターネットを利用し

て授業を行う通信制の大学です。自宅に居ながらい

つでも誰でも大学教育を学ぶことができます。

出願期間　１回目　６月 15 日～８月 31 日

　　　　　２回目　９月 １日～９月 20 日

◎資料請求・問い合わせ先

　放送大学北海道学習センター

　☎　011-736-6318

　HP　http://www.ouj.ac.jp/

放送大学２学期（10 月）入学生募集

スマートフォンアプリ等による国民保護
情報の配信サービスの活用

１．お持ちの携帯電話・スマートフォンがエリアメー
　ル・緊急速報メールを受信できるかどうかの確　
　認方法
　　まず、契約されている携帯事業者が以下の（１）、
　（２）のいずれに当たるかをご確認ください。
（１）携帯大手事業者の場合
　　 携帯大手事業者が販売した携帯電話端末につい
　　ては、ほとんどの機種において、エリアメール・
　　緊急速報メールを受信することができます。
　　　以下の URL から対応機種の確認ができます（こ
　　こに掲載されていない機種は受信ができませ　
　　ん。）
　NTT ドコモ
　　https://www.nttdocomo.co.jp/service/  
    areamail/compatible_model/index.html
　KDDI、沖縄セルラー
　　http://www.au.kddi.com/mobile/anti-
　　disaster/kinkyu-sokuho/enabled-device/
　ソフトバンク
　　http://www.softbank.jp/mobile/service/
　　urgent_news/models/
　ワイモバイル
　　http://www.ymobile.jp/service/urgent_mail/
（２）携帯大手事業者以外の事業者（MVNO）の場合
　　iPhone 端末については、基本的に受信可能です。
　Android 端末についても、次のいずれかに該当する
　ものはエリアメール・緊急速報メールを受信する
　ことができます。
・携帯大手事業者の販売端末を同系列の MVNO で使用
　する場合 (※ )
・MVNO がエリアメール・緊急速報メール（Jアラート
　の配信）の受信機能を確認している場合
※ 携帯大手事業者が受信を保証しているものではあ
　りません。
　　詳細については、回線契約をしている事業者に
　お問い合わせください。
【留意事項】・・・(1)、(2) 共通
　国民保護に関する情報は「災害・避難情報」とし
て配信されます。「災害・避難情報」の御利用は、エ
リアメール・緊急速報メールの受信の設定を ON にす
る必要があります（初期設定は原則 ON になっていま
す。）。
２.受信できない（又は受信できるか分からない）場
　　合の対策
（1） 民間事業者のスマートフォンアプリ・メール　
　　の例
　「Yahoo! 防災速報」があり、スマートフォンアプリ
や携帯電話のメールにより、弾道ミサイル情報等を
ヤフー株式会社が無料で提供しています。
　以下のURLからスマートフォンアプリのインストー
ルや、携帯電話のメールアドレスを登録することが
できます。
「Yahoo! 防災速報」
　　　　　　　https://emg.yahoo.co.jp/
(2) 地方公共団体の登録制メール
　一部の都道府県及び市町村では、事前に登録した
スマートフォンと携帯電話のメールアドレスに弾道
ミサイル情報等をメールで送信する登録制メールを
実施しています。
　お住まいの都道府県及び市町村のホームページ等
で御確認ください。

自転車の安全利用の促進

　自転車はとても便利で環境に優しい乗り物ですが、

ルールやマナーを無視した乗り方は重大な交通事故

につながることもあります。

　正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょ

う。

【自転車安全利用五則を守りましょう】

①自転車は、車道が原則、歩道は例外

②車道は左側を通行

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

④安全ルールを守る

　〇飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

　〇夜間はライトを点灯

　〇交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

⑤子供はヘルメットを着用

【自転車に乗るときの心得】

〇ブレーキが故障していたり、反射器材などのない

自転車には乗ってはいけません。

〇二人乗りをしてはいけません。ただし、幼児用の

座席に幼児を乗せているときは別です。

〇自転車に荷物を積むときは、運転の妨げになった

り、不安定となったりするなどして、危険な場合が

あるので、そのような積み方はやめましょう。

〇保護者は、子供が自転車を運転するときや、幼児

を幼児用座席に乗せるときは、子供に乗車用ヘルメッ

トをかぶらせるようにしましょう。

〇携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、

物を担いだりすることによる片手での運転や、イヤ

ホンやヘッドホンの使用などによる周囲の音が十分

聞こえないような状態での運転はいけません。ただ

し、難聴者が補聴器を使用する場合などは別です。

◎問い合わせ先

  留萌警察署　☎ 42-0110


